
 
 
 
 
２０２５／０１／２７　１５：２４　現在の情報です。 
　 
　東京都文京区本郷三丁目３２番７号東京ビル６Ｆ 
　株式会社ＷＰＴエンジニアリング 
 
┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃会社法人等番号　│　０１００－０１－１５１８０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃商　号　　　　　│　株式会社ＷＰＴエンジニアリング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼───────────────────────┬─────────────┨ 
┃本　店　　　　　│　東京都文京区小石川三丁目１番２４号　　　　　│平成２８年　２月　１日移転┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年１０月２８日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都文京区本郷三丁目３２番７号東京ビル６　│令和　４年１０月　１日移転┃ 
┃　　　　　　　　│　Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年１２月１６日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃公告をする方法　│　官報に掲載する方法により行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃会社成立の年月日│　平成２５年２月１５日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃目　的　　　　　│　　１　環境技術に関する調査、研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２　企業の技術、販売、製造、企画等の業務提携の斡旋並びに仲介　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　３　計量・計測・制御機器、電気・電子・通信機械器具、自動機器の製作・　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　販売並びに据付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　４　各種建設用部材並びに物流資材、家具の開発及び製造並びに販売　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　５　合成樹脂その他化学合成物製品の製造、加工並びに販売　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　６　各種環境装置並びに各種プラントの設計、製作、監理、施工及び請負　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　７　土木建築工事及び住宅、建築構造物の設計、製作、監理、施工、販売並　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　びに請負　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　８　有価証券の取得、投資、保有及び運用　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　９　不動産の売買、賃貸借、監理並びに宅地造成　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１０　動産のリース、レンタル及びその仲介　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１１　前各号に関するコンサルタント業務　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１２　前各号に付帯関連する一切の業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃発行可能株式総数│　２００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┬─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　２２０株　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年１２月　８日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃発行済株式の総数│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃並びに種類及び数│　　　６０株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┬─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　１月　１日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　８０株　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　各種の株式の数　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　普通株式　　６０株　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　Ａ種類株式　２０株　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃資本金の額　　　│　金３００万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┬─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　金８００万円　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　１月　１日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃発行可能種類株式│　普通株式　２００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃総数及び発行する│　Ａ種類株式　２０株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃各種類の株式の内│　＜Ａ種種類株式の内容＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃容　　　　　　　│　（１）Ａ種種類株式配当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　①当会社は、各事業年度において剰余金の配当（以下、本項において単に「配　┃ 
┃　　　　　　　　│　当」という。）を行うときは、Ａ種種類株式を有する株主（以下、「Ａ種種類　┃ 
┃　　　　　　　　│　株主」という。）、Ａ種種類株式の登録株式質権者（以下、「Ａ種種類株式登　┃ 
┃　　　　　　　　│　録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下、「普通株主」┃ 
┃　　　　　　　　│　という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下、「普通登録株式質権者」と　┃ 
┃　　　　　　　　│　いう。）に先立ち、各自が保有するＡ種種類株式１株につき、Ａ種種類株式１　┃ 
┃　　　　　　　　│　株に係る発行価額に１０％を乗じた金額（但し、Ａ種種類株式について、株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　の分割、併合、無償割当又はこれに類する事由が行われた場合には、その比率　┃ 
┃　　　　　　　　│　に応じて、Ａ種種類株式の価値が希薄化しないように取締役の過半数決議をも　┃ 
┃　　　　　　　　│　って適切に調整される。）を支払う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　②ある事業年度において、Ａ種種類株主又はＡ種種類株式登録株式質権者に対　┃ 
┃　　　　　　　　│　して支払う剰余金の配当の金額がＡ種種類株式配当金の額に達しない場合、そ　┃ 



┃　　　　　　　　│　の不足額は、翌事業年度以降に累積するものとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　③当会社がＡ種種類株主又はＡ種種類株式登録株式質権者に対して、Ａ種種類　┃ 
┃　　　　　　　　│　株式配当金を配当した後、同一の事業年度において普通株主、普通登録株式質　┃ 
┃　　　　　　　　│　権者に対して配当を行うときは、Ａ種種類株主又はＡ種種類株式登録株式質権　┃ 
┃　　　　　　　　│　者に対しては、Ａ種種類株式配当金を超えて剰余金の配当は行わない。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（２）普通株式と引換えにする取得請求権：普通株式への転換　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ａ種種類株主は、当会社に対し、Ａ種種類株式の発行日以降いつでも、下記に　┃ 
┃　　　　　　　　│　定める取得の条件で、普通株式の交付と引換えにＡ種種類株式の取得を請求す　┃ 
┃　　　　　　　　│　ることができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　①当初取得価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　取得価額は、当初、１株につき、Ａ種種類株式１株に係る発行価額とする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　②取得価額の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ａ）Ａ種種類株式発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ　┃ 
┃　　　　　　　　│　以下のとおり取得価額を調整する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ｉ）株式の分割により当会社普通株式を発行する場合、以下の算式により取　┃ 
┃　　　　　　　　│　得価額を調整する。但し、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が保有する自己株式の数及び株式分割により当会社が保有する自己株式に　┃ 
┃　　　　　　　　│　割り当てられる株式の数を含まないものとする。調整後取得価額は、株式分割　┃ 
┃　　　　　　　　│　のための割当基準日の翌日以降これを適用する。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後　　　　調整前　　　　　分割前発行済普通株式数　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　取得価額　＝　取得価額　×　─────────────　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　分割後発行済普通株式数　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ⅱ）当会社普通株式の株式併合を行う場合には、株式併合の効力発生のとき　┃ 
┃　　　　　　　　│　をもって次の算式により取得価額を調整する。但し、以下の算式における「発　┃ 
┃　　　　　　　　│　行済普通株式数」には、当会社が保有する自己株式の数は含まないものとする。┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後　　　　調整前　　　　併合前発行済普通株式数　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　取得価額　＝　取得価額　×　─────────────　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　併合後発行済普通株式数　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ⅲ）調整前の取得価額を下回る金額をもって当会社の普通株式を発行又は当　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が保有する普通株式を処分する場合、当該株式の１株あたりの払込金額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　もって調整後の取得価額とする。なお、調整後の取得価額は、発行又は処分の　┃ 
┃　　　　　　　　│　効力発生日（会社法第２０９条第２号が適用される場合には同号に定める期間　┃ 
┃　　　　　　　　│　の末日）の翌日以降、また、募集又は割当てのための基準日がある場合には、　┃ 
┃　　　　　　　　│　その日の翌日以降これを適用する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ⅳ）調整前の取得価額を下回る価額をもって当会社の普通株式を取得し得る　┃ 
┃　　　　　　　　│　株式を発行又は保有する当該株式を処分する場合、かかる株式の発行又は処分　┃ 
┃　　　　　　　　│　の効力発生日（会社法第２０９条第２号が適用される場合には同号に定める期　┃ 
┃　　　　　　　　│　間の末日）に、また、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日に、　┃ 
┃　　　　　　　　│　当該株式の１株あたりの払込金額をもって調整後の取得価額とする。調整後の　┃ 
┃　　　　　　　　│　取得価額は、株式の交付の効力発生日（会社法第２０９条第２号が適用される　┃ 
┃　　　　　　　　│　場合には同号に定める期間の末日）の翌日以降、また、募集又は割当てのため　┃ 
┃　　　　　　　　│　の基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ⅴ）新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。）の　┃ 
┃　　　　　　　　│　行使により発行される普通株式（当会社の普通株式を取得できる権利内容を有　┃ 
┃　　　　　　　　│　する株式を含む。）１株当たりの払込金額（普通株式１株を取得するために当　┃ 
┃　　　　　　　　│　該新株予約権の取得及び新株予約権の行使の際に負担すべき金額として会社が　┃ 
┃　　　　　　　　│　定める金額を意味する。以下「行使価額」という。）が調整前の取得価額を下　┃ 
┃　　　　　　　　│　回ることになる新株予約権を発行する場合、かかる新株予約権の発行の効力発　┃ 
┃　　　　　　　　│　生日に、また、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日に、当該新　┃ 
┃　　　　　　　　│　株予約権の行使価額をもって調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権発行の効力発生日の翌日以降、また、募集又は割当てのための基準　┃ 
┃　　　　　　　　│　日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ｂ）上記（ａ）に掲げた事由によるほか、以下に掲げる事由に該当する場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　には、当会社はＡ種種類株主及びＡ種種類株式登録株式質権者に対して、あら　┃ 
┃　　　　　　　　│　かじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後の取得価額、適用の日及びそ　┃ 
┃　　　　　　　　│　の他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を取締役の過半数決議をもって　┃ 
┃　　　　　　　　│　適切に行うものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ｉ）合併、株式交換、株式移転、会社分割、又は資本減少のために取得価額　┃ 
┃　　　　　　　　│　の調整を必要とするとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ⅱ）前（ｉ）のほか、当会社の発行済の普通株式の変更又は変更の可能性を　┃ 
┃　　　　　　　　│　生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ⅲ）上記（ａ）（ⅳ）に定める株式の取得請求権の行使可能期間が終了した　┃ 
┃　　　　　　　　│　ことにより取得価額の調整を必要とするとき。但し、当該株式全てを当会社が　┃ 
┃　　　　　　　　│　取得し、引換えに普通株式を交付した場合を除く。　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ⅳ）上記（ａ）（ⅴ）に定める新株予約権の行使期間が終了したことにより　┃ 
┃　　　　　　　　│　取得価額の調整を必要とするとき。但し、当該新株予約権全てにつき行使請求　┃ 
┃　　　　　　　　│　が行われた場合を除く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ｃ）取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで　┃ 
┃　　　　　　　　│　算出し、小数第２位を四捨五入する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（ｄ）取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　価額との差額が１円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。┃ 
┃　　　　　　　　│　但し、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する　┃ 
┃　　　　　　　　│　場合には、調整前取得価額はこの差額を差し引いた額とする。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　③取得価額の調整を行わない場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　本項第②号の定めに関わらず、Ａ種種類株主の全員が、調整を不要とすること　┃ 
┃　　　　　　　　│　につき書面により同意した場合は、取得価額の調整は行わないことができる。　┃ 
┃　　　　　　　　│　④取得と引換えに交付すべき普通株式数　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　取得請求権の行使によりＡ種種類株式の取得と引換えに交付される普通株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ａ種種類株式１株の取得と引換えに交付される当会社の普通株式の株式数は次　┃ 
┃　　　　　　　　│　のとおりとする。但し、取得請求権の行使の結果交付すべき普通株式数に１株　┃ 
┃　　　　　　　　│　未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て、金銭による調整は行わない。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　交付する当会社　　　　当初取得価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　の普通株式の数　＝　─────────　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　調整後取得価額　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　（３）議決権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　Ａ種種類株主は、当会社の株主総会において、次の通り議決権を有する。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　①通常の株主総会（通常実施される定時株主総会及び臨時株主総会）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　保有するＡ種種類株式１株につき１個の議決権を有する。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　②Ａ種種類株主のみを構成員とする株主総会　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　保有するＡ種種類株式１株につき１個の議決権を有する。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年１２月　８日変更　　令和　５年１１月　６日登記┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃株式の譲渡制限に│　当会社の株式を譲渡により取得するには、株主または株式取得者は株主総会の　┃ 
┃関する規定　　　│　承認を受けなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃役員に関する事項│　取締役　　　　　中　山　東　太　　　　　　　│平成２６年　３月３１日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年１０月２８日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　中　山　東　太　　　　　　　│平成２８年　３月３１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　中　山　東　太　　　　　　　│平成３０年　３月３１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　中　山　東　太　　　　　　　│令和　２年　３月３１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　中　山　東　太　　　　　　　│令和　４年　３月３１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　木　　村　　毅　　　　　　　│平成２６年　３月３１日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年１０月２８日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　木　　村　　毅　　　　　　　│平成２８年　３月３１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　木　　村　　毅　　　　　　　│平成３０年　３月３１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　木　　村　　毅　　　　　　　│令和　２年　３月３１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　木　　村　　毅　　　　　　　│令和　４年　３月３１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都文京区小石川三丁目２２番６－４０３号　│平成２６年　３月３１日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　中　山　東　太　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年１０月２８日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都文京区小石川三丁目２２番６－４０３号　│平成２８年　３月３１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　中　山　東　太　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都文京区小石川三丁目２２番６－４０３号　│平成３０年　３月３１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　中　山　東　太　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都文京区小石川三丁目２２番６－４０３号　│令和　２年　３月３１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　中　山　東　太　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都文京区小石川三丁目２２番６－４０３号　│令和　４年　３月３１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　中　山　東　太　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 



┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　武　石　満　廣　　　　　　　│平成２６年　３月３１日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年１０月２８日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　武　石　満　廣　　　　　　　│平成３０年　３月３１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　武　石　満　廣　　　　　　　│令和　４年　３月３１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年１１月　６日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃監査役設置会社に│　監査役設置会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃関する事項　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃登記記録に関する│　設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃事項　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年　２月１５日登記┃ 
┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　＊下線のあるものは抹消事項であることを示す。


